
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による教育相談体制の充実

令和8年度予算額 88億円

（前年度予算額 86億円）

実施
主体

SC ：都道府県・指定都市
SSW：都道府県・指定都市・中核市

配置先
小・中・高等学校
教育支援センター 等

費用
負担

国 ：１／３
都道府県等：２／３

対象
費用

報酬、期末手当、交通費 等

（担当：初等中等教育局児童生徒課）

＜活用の工夫について＞ フルタイム等の任用も促し、児童生徒等が抱える課題の解決・改善に向けた効果的・効率的な支援を実施

・ 自治体の配置の工夫により学びの多様化学校、夜間中学への重点的な配置 ・ 日常的な生徒指導等のため校内委員会への定期的な出席を通じた指導・助言
・ 離島・山間部など地域の実情に応じたオンラインを活用したケース会議やカウンセリングの実施 ・ 教師とSC・SSWとの合同研修等による、連携・役割分担に関する共通理解の促進

スクールカウンセラー等活用事業

令和８年度予算額 6,350百万円

（前年度予算額 6,212百万円）

事業開始年度：H7～（委託）、H13～（補助）

• 児童の心理に関する支援に従事（学教法施行規則）

• 公認心理師、臨床心理士  等

⚫ 基礎配置 全公立小中学校 （４時間/週）

⚫ 重点配置 11,300 校 いじめ・不登校対策 ：7,000校

（＋４時間/週） 虐待対策 ：2,000校

貧困対策 ：2,300校

⚫ 教育支援センター 35日・105 日/年（← 35 日/年）

⚫ スーパーバイザー 101 人 （← 67 人） 等

スクールソーシャルワーカー活用事業

令和８年度予算額 2,468百万円

(前年度予算額 2,428百万円）

事業開始年度：H20～（委託）、H21～（補助）

• 児童の福祉に関する支援に従事（学教法施行規則）

• 社会福祉士、精神保健福祉士  等

⚫ 基礎配置 全中学校区 （３時間/週）

⚫ 重点配置 11,000 校 いじめ・不登校対策 ：5,000校

（＋３時間/週） 虐待対策 ：2,500校

貧困対策 ：2,500校

ヤングケアラー支援 ：1,000校

⚫ 教育支援センター 63 日/年 （← 42 日/年）

⚫ スーパーバイザー 101 人 （← 67 人） 等

＜事業内容＞
○ 学校や教育支援センター等における、不登校やいじめをはじめとした児童生徒やその保護者等が抱える様々な課題の解決・改善に向けた支援を行う。

・スクールカウンセラー（SC）は、児童生徒へのカウンセリングや情報収集・見立て（アセスメント）、教師・保護者への助言・援助（コンサルテーション）のみならず、
例えば、自殺予防教育において、児童生徒の「相談する力」や「心の危機に気付く力」を育成するなど、課題の未然防止に資する取組を行う。

・スクールソーシャルワーカー（SSW）は、児童生徒や保護者のニーズを把握し、状況に応じた目標や支援計画を立てるとともに、
例えば、虐待や貧困、ヤングケアラー、交通事故を含む犯罪被害者支援など様々な関係機関が実施する施策の情報を集約し、関係機関との連携・調整等を行う。

○ スーパーバイザーは、心理や福祉に関する高度な専門性や経験を有する者であり、
SC・SSWの支援の質の向上のため指導・助言等を行うとともに、緊急時や災害時における心理・福祉に関する支援の中核を担う。

○ＳＮＳ等を活用した相談や「24時間子供SOSダイヤル」の相談員を配置することにより、
児童生徒の対面では相談しづらい様々な悩みを総合的に受け止めるとともに、緊急時における教育委員会と関係機関とが連携した迅速かつ適切な対応を図る。
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SC・SSWの勤務時間の中で、
児童生徒の抱える課題等の
状況に応じて柔軟に対応

いじめや不登校、虐待、貧困、ヤングケアラー支援など児童生徒を取り巻く様々な課題への教育相談体制の充実

◆「チーム学校」の考えの下、教師とＳＣ・ＳＳＷの連携・協働による学校における支援体制の充実

◆教育委員会によるＳＮＳ等を活用した相談体制等の充実や、課題に応じた地域の関係機関等との連携促進

◆不登校支援の核となる教育支援センターへの配置の充実及び、スーパーバイザーの指導・助言によるＳＣ・ＳＳＷの支援の質の向上
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